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２　弁護士会の懲戒手続第1章  懲戒制度の概要

2　弁護士会の懲戒手続
（１）懲戒手続全体
ア　フローチャート

本項では、弁護士会における懲戒手続について概要を説明する。

イ　懲戒請求

懲戒請求は「何人も」することができる（弁護士法58条 1 項）。当然、利

害関係のない第三者でも可能である。

なお、懲戒請求者は懲戒手続における「当事者」ではない。調査開始通知

書や決定の通知は送付されるが、手続に関与する権利があるわけではない。

一定の場合に、日弁連に対し、異議の申出（弁護士法64条 1 項）や綱紀審査

の申出（弁護士法64条の 3第 1項）をすることは可能である。

また、懲戒請求を取り下げることも可能だが、懲戒請求の取下げや懲戒請

求者の死亡によって懲戒手続が終了することはない。死亡によって懲戒請求

者の地位を相続人が承継することもない。取下げ後は懲戒請求者ではなくな

るため決定の通知なども送付されない。

弁護士に対して懲戒処分を受けさせる目的をもって、虚偽の事実を申告し

て懲戒請求した懲戒請求者については、刑法172条の虚偽告訴等の罪が成立

するものと解されている。

弁護士会は、懲戒請求があったとき、綱紀委員会に事案の調査をさせるこ

とになる（弁護士法58条 2 項）。また、弁護士会は「所属の弁護士又は弁護

士法人について、懲戒の事由があると思料するとき」も綱紀委員会に事案の

調査をさせなければならない（いわゆる「会請求」「会立件」）。

ウ　対象弁護士

弁護士会が懲戒手続を開始するための要件として、対象弁護士が

①弁護士であること

②その弁護士会に所属していること

が必要である。

（ア）弁護士であること

①については、特定の弁護士について複数の懲戒請求が審査されていて、

そのうちの 1つについて退会命令か除名の懲戒処分が告知されたときが問題

になる。

【注】1. 日弁連及び弁護士会の請求に基づく手続きは除く。
2. 各委員会の議決に基づく日弁連及び弁護士会の決定は除く。

　　　は、相当期間内に懲戒の手続きを終えない
ことについての異議の申出の手続の流れ。

弁護士の懲戒手続の流れ

弁護士会

弁護士会綱紀委員会

弁護士会懲戒委員会

日弁連懲戒委員会

東京高等裁判所

日弁連綱紀委員会

綱紀審査会

異議の申出 異議の申出

命令

令
命

綱紀審査の申出

日弁連

事案の審査
を求める

事案の審査
を求めない

懲戒 懲戒しない

不当に
軽い

懲戒
しない 変更 却下

棄却 懲戒変更 却下
棄却

却下
棄却

審査
相当

却下審査
相当 棄却

相当期間内
に手続しない

相当期間内
に手続しない

取消しの訴え

審査請求

却下
棄却

相当期間
異議に
理由あり

相当期間
異議に
理由あり

懲戒請求
何人でも可能

出典：「弁護士白書　2022年版」156頁（以下同）
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1　依頼者からの懲戒請求第3章  懲戒請求事由別の具体的対応

1　依頼者からの懲戒請求
〈１〉守秘義務違反
（１）想定される具体的な事案
SNS に自分の事件に関する情報を無断で記載された。

情報漏洩事故が起き、機密情報が漏洩した。

（２）懲戒処分の根拠となる規定
弁護士法23条は「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘

密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合

は、この限りでない。」、職務基本規程23条は「弁護士は、正当な理由なく、

依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならな

い。」と定めており、さらには刑法134条 1 項では秘密漏示罪の対象となって

いる。

また、職務基本規程18条は「弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際

しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなけれ

ばならない。」、同規程19条は「弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自

らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に

及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは

利用することのないように指導及び監督をしなければならない。」と規定し

ており、事件記録の管理、保管、廃棄など文書からの秘密漏洩、事務職員や

司法修習生など弁護士以外の人の秘密漏洩に関しても厳しい義務が課せられ

ている。

第3章 | 懲戒請求事由別の具体的対応
弁護士は、証言拒絶権（刑事訴訟法149条、民事訴訟法197条 1 項 2 号）、

押収拒絶権（刑事訴訟法105条）、文書提出命令の拒絶権（民事訴訟法220条

4 号ハ）など、秘密の開示を強要されない権利を負っているからこそ、依頼

者から信頼され、自己の秘密を打ち明けてもらうことができるものである。

このように、守秘義務は弁護士の職務の基盤を保障するものであり、弁護士

の義務の中で最も重要かつ基本的なものの 1つである。

ただ、SNS の普及やメディアの発達により、弁護士が守秘義務違反を問

われやすい環境になっているのも事実である。弁護士としては、事案が特定

されないよう抽象化して発信しているつもりであっても、秘密を提供した本

人からみたら「自分の秘密を外部に発信している」と評価されかねないこと

は十分に考えられる。

また、コピーの裏紙の使用、PCやタブレット、USBメモリなどの置き忘

れ、紛失、盗難などによる情報漏洩事故も取り沙汰されることが多い。

そこで、依頼者から守秘義務違反を理由に懲戒請求されたとき、検討する

べきポイントを考えたい。

（３）「秘密」の定義
「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、本人が特に秘匿して

おきたいと考える性質の事項（主観的意味の秘密）に限らず、一般人の立場

からみて秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項（客観的意味の秘密）を

も指す（大阪高判平成19年 2 月28日判タ1272号273頁〔28141765〕、大阪地判

平成21年12月 4 日判時2105号44頁〔28171621〕）。職務基本規程23条にいう依

頼者の秘密には、 依頼者の過去の犯罪行為、反倫理的行為、疾病、身分、親

族関係、財産関係、遺言書の存否、居所その他依頼者の不利益となる事項

等、いやしくも依頼者が第三者に知られたくないと思われる事項はもちろ

ん、社会通念上一般に知られたくないと思われる内容の事柄はすべて含まれ

る（日弁連倫理委員会・解説職務基本規程〈第 3版〉54頁）。
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１　依頼者からの懲戒請求

1　依頼者からの懲戒請求
〈１〉受任事件の遅滞・放置

2023年（綱）第○号
対象弁護士　○○　○○

弁 明 書
令和　　年　　月　　日

△△弁護士会　綱紀委員会　御中

対象弁護士　○○　○○

第 1　弁明の趣旨
　 　対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とす
るとの議決を求める。

第 2　弁明の理由
1　懲戒請求事由の要旨
　 　本懲戒請求は、対象弁護士が懲戒請求者より債務整理、破産の申立て
を事件として受任したものの、受任から 1年間が経過した時点において
破産の申立てが完了していないことを理由として事件処理の遅滞、放置
を理由として懲戒の申立てがなされたものである。

2　懲戒請求事由に対する認否・反論

第4章 | サンプル書式（弁明書）


